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第１章  概 要 

１．１ 委託件名 

新川排水機場等操作業務委託(以下「本委託」という。) 

 

１．２ 履行場所 

(1) 新川排水機場        東京都江戸川区北葛西一丁目１６番２２号 

(2) 新川東樋門施設（新川東樋門第一樋門を除く） 

                 東京都江戸川区東葛西一丁目４９番１３号 

 

１．３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

１．４  委託目的 

本委託は、東京都（以下「都」という。）から江戸川区（以下「区」という。）に管理を委

託された排水機場、新川東樋門施設を常時良好な状態において運転し、施設の円滑な運営を

図ることを目的に行うものである。 

 

１．５ 委託概要 

日常巡視、日常点検、定期点検、定期運転、運転監視、緊急対応業務    一式 

 

１．６ 関係機関 

     東京都江東治水事務所 水門管理課 水門管理センター（以下「センター」という。） 
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第２章  総 則 

 ２．１ 総則 

新川排水機場等操作業務委託仕様書(以下本仕様書という。)は、本委託に適用する。また、

本委託は「新川排水機場等操作業務委託」及び「新川排水機場等緊急対応業務委託」プロポ

ーザルの提案書に基づき遂行するものとする。 

 

２．２ 疑義の解釈 

本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、区と協議のうえ定めるものとする。 

 

２．３ 監督員 

(1) 本委託の監督員は、次のとおりとする。 

ア 総括監督員 

イ 主任監督員 

ウ 担当監督員 

 (2) 受託者が行う監督員に対する委託上の権限の行使又は義務の履行については、 担当

監督員に対して行うものとする。ただし、担当監督員が不在又は欠けた場合は主任監督

員に対し行い、主任監督員が不在又は欠けた場合は、総括監督員に対して行うものとす

る。 

 (3) 監督員が受託者に対する委託上の権限の行使又は義務の履行については、いずれの監

督員も受託者に対して行うことができる。 

 

２．４ 法令等の遵守 

受託者は、業務履行にあたり、関係諸法令、条例、規則、都及び区の諸規定等を遵守しな

ければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。 

(1) 河川法 

(2) 電気事業法 

(3) 電波法 

(4) 電気通信事業法 

(5) 建築基準法 

(6) 消防法 

(7) 労働基準法 

(8) 労働安全衛生法 

(9) 騒音規制法 

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(11) クレーン等安全規則 

 

２．５ 他の仕様書等の適用 

(1) 受託者は、東京都河川管理施設操作規則（以下「操作規則」という。）、東京都河川管

理施設操作規則の実施細目（以下「実施細目」という。）、水門排水機場管理基準に基づ

き業務を実施する。 
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(2)  業務の中で修理を行う場合は、以下の仕様書及び基準による。 

ア 東京都電気設備工事標準仕様書（東京都） 

イ 東京都機械設備工事標準仕様書（東京都） 

ウ 東京都建築工事標準仕様書（東京都） 

エ 東京都土木工事標準仕様書（東京都） 

オ 土木材料仕様書（東京都建設局） 

カ ダム・堰施設技術基準（案）（一般社団法人 ダム・堰施設技術協会） 

キ 水門鉄管技術基準（社団法人 水門鉄管協会） 

 

２．６ 守秘義務 

受託者は、区及び当該施設に関する業務上知り得た秘密や施設への出入りや点検等におい

て、作業上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除後及び期

間満了後においても同様とする。なお、作業従事者へも、同様の内容を周知徹底すること。 

また、契約図書を業務の施行のために使用する目的以外で第三者に使用させ、又はその内

容を伝達してはならない。ただし、市販されている場合又はあらかじめ区の承諾を得た場合

は、この限りでない。 

 

２．７ 提出書類 

(1) 業務の施行に係わる提出書類の様式及び提出時期などは「受注者等提出書類処理基準」

(江戸川区土木部)による。 

(2) 様式の定めのない書類を提出する場合は、監督員との協議による。 

ア 受託者は、提出した書類に変更が生じたときには、直ちに変更した書類を提出する。 

イ 受託者は、委託業務に関して事故があった場合は直ちに区に報告し、区の調査に応

じること。 

 

２．８ 業務計画書 

受託者は、業務の施行に先立ち、すみやかに業務計画書を提出する。なお、業務計画書に

は、次の事項を記載する。 

(1) 業務の実施計画 

(2) 緊急時対応計画 

(3) 業務従事者一覧表 

ア 業務従事者一覧表（２．９(1)に記載の保有資格等を記載） 

イ 資格免許等の写し 
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２．９ 従事者 

(1) 点検及び運転監視業務の従事者 

受託者は、委託締結後、以下の業務を実施する従事者を選任する。 

従事者 資格（注） 

施設の点検、排水機場等施設の運転（制

御）及び、稼動状態の監視等の業務を行

う者 

・危険物取扱主任者（乙種第４類程度） 

・クレーン運転士 

・第３級陸上特殊無線技士 

注： 業務を行う時には、その業務を行うために必要な資格を有する者が従事する。 

また、業務の従事者は、水門排水機場等電気及び機械設備の運転、保守点検業務、

電気工作物の維持管理、保安業務などの知識や経験を有する者であることが望ましい。 

 

２．１０ 代理人 

「代理人」とは契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うもので、業務及び技術上の

管理を行うに必要な能力と経験を有する者とし、受託者が定めた者をいう。 

(1) 受託者はすみやかに現場作業を掌握するため、代理人を定め、区に通知しなければ

ならない。また、代理人を変更する場合も同様とする。 

(2) 代理人は、受託業務履行の管理及び運営に必要な知識、技能、経験を有する者とす

る。 

(3) 代理人は、その業務の遂行上、常に監督員との連携を緊密にし、必要な連絡を行う

ものとする。 

 

２．１１ 業務の一般事項 

(1) 受託者は、業務の実施上やむを得ず停電、断水などを伴う作業を必要とする場合、

その時期、作業方法、連絡手段などについて事前に監督員と十分に打合せ、承諾のう

え実施する。 

(2) 受託者は、業務中に機器の異常箇所を発見したときは、すみやかに監督員へ連絡す

るとともに、軽微な補修及び原因の調査を行い、業務報告書ならびに都の定める「不

備箇所報告書」にその内容を明記し提出する。 

     なお、軽微な補修とは３．５「支給品及び貸与品」３．６「受託者の準備品」等を

使用して受託者自ら修復することができる範囲の業務とする。 

(3) 受託者は、業務を行うに当たっては、その対象又は周辺に適切な養生を行い、汚損

等の損害を与えた場合は、受託者の責任において復旧する。 

 

２．１２ 電力、用水等 

(1) 受託者が業務履行のため必要とする電力、用水及び燃料は、都及び区の業務に支障

のない限り無償で支給する。但し、電力、用水及び燃料の使用に際しては省エネルギ

ーの見地から節約に努める。 

(2)  電話使用料は受託者の負担とする。 
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２．１３ 発生材及び廃棄物等の処理 

業務履行に伴い発生する発生材及び廃棄物は、受託者の責任で処理する。 

また、除塵機で集積した河川ごみについては、都の費用と責任により処理するまでの間、

第三者に損害等の影響を与えることのないように管理する。 

ただし、ホッパーに集積した河川ごみに占める水生植物の割合が半分以上の場合は、運

搬車両等への積込については、受託者の対応とし、運搬処分については、区が行う。 

 

２．１４ 施設等の取扱い 

受託者は、施設等を善良な管理のもと、責任を持って使用しなければならない。 

 

２．１５ 業務遂行上の損害 

受託者は、点検整備等の業務遂行に伴い生じた施設等の損害については、負担しなけれ

ばならない。ただし、その損害のうち、都又は区の責に帰すべき理由又は受託者が善良な

管理の注意をもってしても通常避けることができない理由により生じた損害については、

都又は区が負担する。 

     

２．１６ 関係者からの苦情対応 

受託者は関係者、地域住民等から苦情があった場合は、すみやかに監督員に報告し、そ

の指示のもと誠意をもってその解決にあたる。 

 

２．１７ 施設等への出入り 

(1) 受託者は業務遂行のため作業現場や河川管理施設等への出入をする時は、受託者の責

任において解錠、施錠を行うものとする。 

また、業務終了時は不審者の侵入や場内の異常がないことを確認の上、退場するもの

とする。 

(2) 受託者は河川管理施設等への出入をした時は、氏名及び時間を記した報告書を監督員

に提出する。 
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第３章 業務 

３．１ 業務範囲 

本委託の業務範囲は次のとおりとする。 

(1) 日常巡視業務 

ア 日常巡視業務は、管理区域及び施設内の巡視を以下のとおり行う。 

(ｱ) 新川排水機場         毎日 １回以上 

(ｲ) 新川東樋門施設        毎週 １回以上（注） 

      （注）新川東樋門施設については、６月～９月の期間週２回以上の巡視を行う。 

イ 日常巡視は設備外観、メーターの指示値、表示灯の点灯確認、異常音及び異臭等の

発生有無、指示計器の指針確認及び記録、水漏れ、空気漏れの有無、他物との接触の

確認及び管理区域内異常の確認等を目視により判断する。 

ウ 光熱水費検針業務を毎月１日の前後３日程度内に月１回行う。 

エ 巡視対象は別表－２「設備概要」による。 

オ 快適な環境保持のため、管理区域内及び施設内の清掃、整理、整頓を行う。 

カ 一日３回、新川排水機場内水の水質を測定及び記録する（溶存酸素濃度、水温、透

視度、pH）。 

(2) 日常点検、定期点検業務 

日常点検、定期点検業務内容は別表－１「施設概要」、別表－２「設備概要」、別表－

８「日常点検、定期点検業務要領表」による。 

(3) 定期運転業務 

排水機場設備は以下のとおり定期運転を行う。 

ア 現場定期運転 

排水機場及び樋門の現場の制御箇所から運転するもので、遠方（監視所）と機側

の両方から行う。又、各部の運転動作確認、リミットスイッチの作動確認をあわせ

て行う。 

       イ 遠隔施設定期点検 

          新川東樋門施設の機器を新川排水機場からの遠隔監視制御により運転を行い、 

         新川排水機場及び新川東樋門の遠隔監視制御機能を確認する。 

       ウ 定期運転の回数は以下を原則とし、「定期運転予定表」を提出し承諾を得て実施す 

る。 

(ｱ) 現場定期運転（新川排水機場、新川東樋門第二樋門）   １回／月   

(ｲ) 遠隔施設定期運転（新川東樋門第二樋門）        １回／月 

(4) 運転監視業務 

運転監視業務は、排水機場等設備の安定且つ適切な運転を行うため、別表－９「水門

排水機場管理基準第３部操作表」抜粋に基づき以下の業務を行う。 

ア 排水機場等設備の操作 

イ 気象、河川の流況及び水位、取水状況の監視 

ウ 排水機場等設備の異常監視 

エ 除塵機設備運転業務（除塵機操作に支障が出る障害物除去含む） 

オ 浄化運転、水位管理業務 

カ 非常時態勢業務 
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キ センター（別表-３記載）との無線業務 

ク 上記の作業における監督員への報告 

(5) 緊急対応業務 

３．１(4)の業務について、通常の巡視・点検業務時間内に配置態勢等をとる場合は、

本委託にて行う。また通常の巡視・点検業務時間外に臨時の配置態勢等をとる場合は、別

途「新川排水機場等緊急対応業務委託」にて委託を行う。 

対応時間は受託者の配置体制開始時刻から配置体制解除時刻までとする。実配置時刻と

ともに、緊急対応時間を確認できる報告書を提出すること。 

 (6) 記録及び報告 

ア 提出が必要な記録及び報告の概要は別表－５「記録・報告」のとおりである。 

なお、記録及び報告の様式は、監督員の承諾を受けて使用する。 

イ 作業記録写真の撮影は、工事記録写真撮影基準（東京都建設局）に準ずる。 

ウ 報告書類は毎月速やかに提出するものとする。 

(7) その他 

ア 受託者は点検等作業に従事するときは、その業務を行うために必要な資格を有する

者が行うこと。 

また、常に必要な従事者を配置できるようにするとともに、代理人は常に監督員か

らの指示、連絡がとれる態勢を確保するものとする。 

イ 受託者は非常時態勢業務の際は、自発的に態勢業務に従事するとともに、区と相互

に連絡を取り合い対応する。態勢業務中は、配置完了時（巡視・点検業務時間内に態

勢を開始した場合を含む）、配置人数変更時、配置箇所変更時、配置態勢解除時等に、

FAXによる報告を遅滞なく実施すること。 

ウ 気象庁が発表する「台風経路図（台風５日進路予報）」の予報円に東京都区部が入っ

た時、直近の勤務時間内に台風警戒態勢に備えた点検を実施する。なお、直近に勤務

が無い場合は緊急対応業務に準じて扱う。 

エ 各操作業務以外に、監督員の指示またはセンターから指示がある場合も操作を行う。 

オ 性能調査、部品の取替え又は改修工事等が行われた場合は施工後、排水機場等設備

の動作確認を行うために調整運転を行う。 

カ 見学者等の受付、案内及び説明の対応をする。 

キ 都又は区が実施する防災訓練に参加する。 

ク 施設概要は別表－１「施設概要」のとおりである。 

ケ 本業務を実施する設備は別表－２「設備概要」のとおりである。 

コ 水門管理システムの階層と役割は別表－３「水門管理システムの階層と役割」のと

おりである。 

サ 水防用無線局は、別表－４「水防用無線局」のとおりである。 

シ 下水道料金減免に係る減水量申告書の提出を行う。 

 

３．２ 業務日 

(1) 業務日 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの毎日、ただし別に記す日は除く。 
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(2) 業務を要しない日 

１１月１日から２月末日までの間の土曜日及び１２月３１日、１月１日は、業務を要

しない日とする。 

(3) 監視日 

監視日とは、業務を要する日であるが原則として排水業務は行わず、日常巡視業務の

他に水位の監視、水質の測定等を行う日を言い、１１月１日から２月末日までの間の日

曜日とする。 

但し、暦上、前記で定めた業務を要しない日との連なりで排水業務を３日以上行わな

い場合、そのうち何れかの日程にて４時間程度の排水業務を行うものとする。日程は区

と協議の上決定するものとする。 

 

３．３ 業務時間 

(1) 業務時間 

９時００分から１７時４５分までの間で、３．１に記載の業務（ただし３．１(5)緊急

対応を除く）を実施する。 

(2) 排水ポンプ運転業務時間 

原則、９時００分から１７時３０分まで 

(3) 無線業務時間 

業務日及び監視日の業務時間内及び緊急業務対応中に無線の運用を行う。 

       業務日については感度交換等を１回／日以上行い、水防態勢時や緊急対応業務中

は適宜情報伝達を行う。 

 

３．４ 業務実施体制 

(1) 業務実施体制の確保 

ア 日常巡視、日常点検及び定期点検業務作業にあたっては、電気事業法その他関連諸法

規等を遵守すること。 

イ この業務に従事するものは、設備管理業務に精通した者とする。 

ウ 受託者は委託締結後直ちに「緊急時連絡組織表」を提出し、委託期間内常時（３６５

日２４時間）区から連絡・業務指示を受ける体制を確立すること。態勢業務に対応でき

る（履行場所に３０分程度で到着できる）人員を準備すること。 

エ 受託者は施設ごとの「点検業務要領書」を提出すること。 

オ 他受託者及び請負工事業者との間で相互に協力し、的確な処置を施すこと。 

カ 関係機関及び河川利用者への連絡は、原則としてセンターから行う。 

キ 関係機関及び河川利用者から連絡を受けた場合、直ちに監督員へ連絡する。 

ク 受託者は、都又は区が自ら実施する業務又は本委託以外の業務、工事の施行に伴い、

運転及び業務実施方法の変更を必要とする場合はこれに協力する。 

ケ 受託者は、水防を担うという水門管理事業の特殊性を理解し、水門管理システム全体

の把握に努めるものとする。 

(2)  委託対象範囲 

下記の事項については、本委託の業務範囲外とする。 

ア 重大な障害の復旧（受託者の過失によるものは除く。） 
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イ 機器のオーバーホール、耐用限界を超えた主要機器の交換等 

ウ 電気代理人の選任 

エ 堆積土の調査 

オ 樹木等の剪定 

カ 法令点検（受水高置水槽、消火設備、地下タンク、自家用電気工作物等） 

キ 除塵機で集積した河川ごみの処理（２．１３「発生材及び廃棄物等の処理」で都の費

用と責任で処理するものとしたもの。） 

ク ４．６「ＰＣＢ使用機器の保管」によるＰＣＢ使用機器の保管 

 (3)  立会い 

受託者は、下記の検査及び調査等が実施される際、監督員の指示に従い立会いを行う。 

ア 消防署等の関係官公署の検査 

イ 監督員及び都の職員が実施する調査 

ウ 電力会社等の工事 

 

３．５ 支給品及び貸与品 

受託者は、次の品目について都又は区から支給及び貸与を受ける。 

(1) 支給品は次のとおりである。 

ア 特殊電球 

(2) 貸与品は次のとおりである。 

ア 関係図書類 

(ｱ) 完成図書（受変電設備工事、ポンプ設備工事、水門巻上機その他工事等） 

(ｲ) 水門排水機場管理基準 

(ｳ) 電波法令集（書類、書物等の整理及び管理は受託者が行うこと。） 

イ 特殊工具（機器の専用付属工具） 

 (ｱ) グリス注入機(ＭＯＤＥＬ：ＳＧＰ－１０４) 

ウ 鍵及び備品(別表－６「備品リスト」) 

(ｱ) 鍵 （ＭＩＷＡ、５９ＷＰ３ＢＡＭＱＰ、監視所［新川排水機場］、３個） 

      エ 新川東樋門に関する支給品及び貸与品 

  (3) 受託者は、支給品及び貸与品の帳簿等を作成し、その使用量、保管状況を常時把握す

る。また、損傷、紛失のないよう受託者の責任において適正に管理する。 

 

３．６ 受託者の準備品 

業務上必要な次のものは、原則として受託者が準備する。 

(1) 点検調整、測定及び簡易な修理に用いる材料、工具及び測定機器類 

(2) 機器の潤滑油等の消耗品類 

(3) 各種事務用品及び事務用消耗品 

(4) 安全用具 

(5) その他業務環境整備用品、日用品等 
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３．７ 修景工事との調整について 

       新川東樋門施設では、スーパー堤防被覆修景工事が実施されている。当該工事の影響により

業務内容に変更が生じる場合は、委託変更について協議するものとする。なお、修景工事の施

工内容等の情報は、十分な余裕を持って提供するものとする。 

 

３．８ 東京都発注工事との調整について 

     新川排水機場内で東京都発注工事が予定された場合には、施設運営に影響がないよう安全等 

について、調整を行うこと。 
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第４章 その他 

４．１ 後片付け 

受託者は、その日の業務終了に際し、業務に関連する部分の後片付け・清掃、使用機材の

整理整頓、使用した電気、水、火気その他の安全確認を行う。 

 

４．２  業務委託の引継ぎ 

受託者の変更時に当っては、新たな受託者と十分に引継ぎ業務を行い、当該業務に支障を

きたすことのないように対処しなければならない。この際、必ず引継ぎ書を作成すること。 

 

４．３ 個人情報の取り扱い 

この委託における個人情報の取り扱いは、委託標準仕様書（東京都建設局）に規定されて

いるもののほか、別紙「個人情報及び情報セキュリティ等に関する特記仕様書」によるもの

とする。 

 

４．４ 情報セキュリティの確保 

電子情報の取扱いに関して、受注者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針（令和元年

6月1日施行）及び東京都サイバーセキュリティ対策基準（令和元年6月1日施行）と同様

の水準での情報セキュリティを確保すること。 

なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより区が被害を被

った場合には、区は受託者に損害賠償を請求することができる。区が請求する損害賠償額は、

区が実際に被った損害額とする。 

 

４．５  再委託  

(1)  受託者は、本業務等の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 

(2)  この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守する

ものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。 

(3)  本委託業務等の再委託先である協力会社は、都及び区の競争入札参加資格者である場

合、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

 

４．６  ＰＣＢ使用機器の保管 

ＰＣＢ使用機器の保管は、法令に基づき都が責任を持って行う。 

なお、ＰＣＢの含有が疑われる物品を発見した場合には、速やかに監督員へ報告する。 

 

４．７  契約と支払い 

契約は総価契約とする。支払いは毎月の均等払いとするが、金額の端数調整が必要な場合

は４月分で調整する。 



 - 12 - 

第５章 安全管理                                                 

５．１ 一般事項     

(1) 受託者は、「労働安全衛生法」、「同施行令」、「同規則」その他災害防止関係法令の定め

るところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努めること。 

(2) 受託者は、委託履行上の電撃、薬品類、毒性ガス、酸素欠乏空気、可燃性ガスなどに

ついて必要な保安施設の設置、適切な施行方法の採用などに注意し、危険防止の措置を

施すこと。 

(3) 受託者は、他の工事等と作業現場が隣接又は交錯する場合、常に相互に調整して安全

管理に支障がないよう措置すること。 

(4) 受託者は、火薬、ガス、油類その他可燃性物質、放射性物質、劇物などの危険な物を

使用する場合、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、必要な措

置をとること。 

(5) 受託者は、監督員が安全を確保するために行う指示には相応の措置を取ること。       

(6) 受託者は、作業現場の秩序を保つとともに火災、盗難など事故防止の措置をとること。 

(7) 委託の履行中機械器具、材料などは、保安上の妨げとならないよう使用の都度整理し、

不要なものは場外に搬出するなど、作業現場の整理整頓に努めること。 

(8) 受託者は、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、豪雨、出水その他天災

に対して、常に対処できるよう準備をしておくこと。 

 

５．２ 安全点検 

受託者は、作業現場の災害を未然に防止するため責任者（各責任者は腕章などをつける。）

を定め、定期的に現場の整理整頓状態、使用機械器具、通路、仮設作業用具、作業員の服装

などの点検を行うこと。 

 

５．３  事故防止 

(1) 受託者は、事故防止を図るため、安全対策を明確にし、受託者の責任で実施すること。 

なお、受託者は、委託施行について安全管理上の障害を発見した場合、速やかに監督

員に報告すること。 

(2) 酸素欠乏危険場所などの委託にあたっては、第２種酸素欠乏危険作業主任者を定め、

作業前及び作業中の環境を測定記録するとともに、換気設備を設置するなどにより酸素

欠乏又は有毒ガスによる事故防止に努めること。 

(3) 受託者は、作業場所に危険防止のための仮囲い、柵などの適切な施設を設置するとと

もに、夜間にあっては必要に応じて照明及び保安灯を点じ、さらに常時点灯するなど安

全の確保につとめること。   

また、作業区域内に車両、歩行者の通行があるときは、防護施設及び交通整理員を置

き、これらの安全に十分対処すること。 

(4) 受託者は、作業の中断が生じた場合でも、その期間中作業場所における安全上の措置

を十分講ずること。       

(5) 受託者は、資格を必要とする運搬機械、クレーン、車両などを取り扱う場合、有資格

者を配置すること。 

また、必要に応じて保安要員、誘導員などを配置すること。 
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(6) 受託者は、委託作業における作業足場を常に安全な状態に保ち、安全用具（安全帯、

安全ネット、保護帽等）を使用し、材料、工具などの落下防止及び作業員の墜落防止の

措置をとること。 

(7) 受託者は、委託で使用する機械類の回転部分、コンベアなどの作業上危険な箇所に、

巻込み防止用カバー等を取り付けること。 

(8) 受託者は、荷あげ機械（ウインチ、クレーン、チェーンブロック等）におけるワイヤ

ーロープの玉かけ方法、安全荷重などに注意し、定められた方法により適正に行うこと。 

 

５．４  安全教育  

(1) 受託者は、委託作業にあたり安全管理者を定め、(2)から(4)に示す安全指導、安全標

示などを行い、常に作業員の安全に対する関心を高揚するよう努めること。 

(2) 受託者は、安全重点目標を定め作業員の参加する安全会議を積極的に開催することな

どにより、作業員の安全教育に努めること。 

(3) 受託者は、作業予定、作業手順、注意事項などの周知徹底を図るため作業別のグルー

プによる打合せを行うこと。 

(4) 受託者は、危険箇所に標示を行い、特に危険の多い作業や機械については、関係箇所

に安全手順、取扱い上の注意事項などを掲示すること。 

 


